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１ 羽咋市におけるＤＸ推進の意義 

 本計画は、国の自治体デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ*）推進計画と整

合をとりながら、第６次羽咋市総合計画をデジタル技術で支援するためのものです。 
デジタル技術の活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことがで

き、誰一人取り残さない、市民に優しいデジタル化の実現をめざします。

 

２ 本計画の趣旨 

 ①行政サービスについて、デジタル技術を活用し、市民の利便性、快適性の向上を

図ります。 
 ②デジタル技術やＡＩ*の活用による業務の効率化を図り、人的資源の省エネ化を

図ります。 
 ③職員の資質向上により仕事の生産性を高めます。 
 

３ 本計画の対象期間 

 令和４年４月から令和８年３月までの４年間の計画とします。 
計画の終期については、国の自治体ＤＸ推進計画と同様とし、社会情勢や国の動向

等の変化に応じて適宜見直しを行います。 
 

４ 本計画の進行管理 

重点的に取組む事項には数値等の目標を設定することで、これらの達成状況を毎年

度チェックし、計画の最適化、持続化、拡大化を図っていきます。
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１ 組織体制の整備 

限られた予算の中、組織の壁を越えて、本市のＤＸを推進するためには、効果

的な推進体制の構築が不可欠です。 
今回のＤＸの取組みは、極めて多くの業務に関係する取組みを短期間で行おう

とするものであることから、以下の役割を参考として、全庁的・横断的な推進体

制とします。 

 
意思決定、組織間の調整 
［市長］ 
ＤＸの推進に当たっては、仕事の仕方、組織・人事の仕組み、組織文化・風土そ

のものの変革も必要となる中、市長自らがこれらの変革に責務を持って取り組みま

す。 

 
［ＣＩＯ（副市長）］ 
市長の理解とリーダーシップの下、最高情報統括責任者（ＣＩＯ：Chief 

Information Officer）を中心とする全庁的なＤＸ推進体制を整備します。ＣＩＯは、

言わば庁内マネジメントの中核であり、庁内全般を把握するとともに組織間の調整

に力を発揮することができるよう、副市長がその役目を担います。 
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［教育長］ 
 デジタル技術による教育環境の整備をするために、ＣＩＯと連携し、教育現場の

ＤＸ推進体制を整備します。教育長は、すべての子ども一人ひとりに適した学習環

境を提供できるよう努めます。 

 
［各部課長］ 
 各組織の責任者として、ＤＸ推進計画に積極的に取り組みます。本市のＤＸがこ

れからの業務を変えていくことを認識し、職員に助言や指導を行います。 

 
計画管理 
［ＣＩＯ補佐官］ 
ＣＩＯを補佐する体制を強化します。ＣＩＯ補佐官はＤＸ推進に関する助言や指

導を行います。また、ＣＩＯのマネジメントを専門的知見から補佐するＣＩＯ補佐

官については、外部の有識者や学識者などの専門人材の任命を目指します。 

 
［情報政策担当部門］  
情報政策担当部門は、市の保有する情報資産や情報関係予算を一元的に把握し、

重複投資の排除や情報システムの全体最適化に努めます。 

 
［行政改革・人事・財政・企画担当部門］ 
行政改革・人事・財政・企画担当部門は、本市ＤＸの必要性を十分に認識し、管

理部門として、ＣＩＯ・情報政策担当部門と連携強化を図りつつ、自らＤＸを推進

していきます。 

 
業務遂行 

［プロジェクトチーム］ 
プロジェクトチームはＤＸを遂行するに当たり、全庁的、横断的な推進体制の中

で重要な役割を果たします。各組織から業務や事業に精通した人材が集まり、業務

担当者と連携し、目標を達成していきます。 

 
［業務担当者］ 
本市のデジタル化は、業務改革の契機であることを踏まえ、今後４年間のＤＸの

取組みを通じてどのように業務を変えていくのかという観点から、主体性を持って

ＤＸ推進に参画します。 

 
また、情報セキュリティ対策を確実に実施するため、「羽咋市行政情報セキュリ

ティポリシー*」に基づいて、情報セキュリティ対策に取り組む体制の確実な整備

も重要であり、連携して取り組む必要があります。 
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２ デジタル人材の確保・育成 

本市ＤＸを進めていくうえで、業務や事業に精通した人材がデジタル技術を活用

し、業務改革を行っていくためには、デジタル人材の確保・育成が重要となります。 

 
 デジタル人材の確保 
 ＣＩＯを補佐するＣＩＯ補佐官として外部の有識者や学識者などの専門人材を

任命します。併せて、ＣＩＯ補佐官は内部人材の育成を進めるための講師となる役

割を担います。 
 また、ＤＸ推進するに当たり、対象となる業務や事業のデジタル化について、助

言や指導を行える外部の専門人材を積極的に活用するとともに、情報化担当職員の

確保育成を図ります。 

 
 具体的な取組み 
①ＣＩＯ補佐官の任命 
②外部の専門人材の確保 
③情報化担当職員の確保 

 
 デジタル人材の育成 
 職員一人ひとりがデジタル技術を活用し、ＤＸ推進に参画できるようにデジタル

人材として育成します。 

 
 具体的な取組み 
①デジタル推進リーダーの育成 
②ＤＸ推進研修 
③ＩＣＴリテラシー*向上研修 

 



第３章 取組事項 

5 
 

１ ＤＸ推進方針 

 羽咋市が目指すＤＸ推進を実現するために、次に掲げる２つの重点取組事項を定

めます。 

 
 
 
 
 
 市では、市民が行政サービスを受けるときは、ストレスなく快適に用事が済ませ

られるように環境を整備する必要があります。本計画の取組みでは、市民の時間の

短縮、距離の短縮を行い、利便性向上を図ります。 

 
主な取組事項 
（１）行政手続きオンラインの拡充 

多種多様な行政手続きをオンライン化し、来庁せずに手続きが完了できるよ

うにします。 

 
（２）申請書等のペーパーレス化の推進 

窓口での手書きの申請書をなくし、市民の負担軽減および職員の事務効率化

を図ります。 

 
（３）公共施設予約のオンライン化、利用料のオンライン決済化の推進 

公共施設の予約のオンライン化および利用料のオンライン決済化を進め、市

民の利便性向上を図ります。 

 
（４）各種相談、会議、打合せのオンラインの導入 

対面で行ってきた、多種多様な相談、面談、会議等をオンラインで対応しま

す。 

 
（５）税金、手数料、使用料のキャッシュレス決済の導入 

税金納入および各窓口の手数料支払いのキャッシュレス化を行い、多様な支

払い方法に対応します。 

 
（６）マイナンバーカード*の普及促進 

マイナンバーカードは、本人確認や電子署名*などデジタル社会の基盤とな

るものであり、普及促進に努めるとともに活用策について検討します。 

 
（７）公共施設のＷｉ－Ｆｉ環境整備 

公共施設のＷｉ－Ｆｉ環境を整備し、市民の利便性、快適性の向上を図りま

す。 

努

重点取組事項 
〔１〕市民の利便性向上 
～市民がいつでも、どこでも、快適に用事が済ませられる市役所～ 
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 先進技術を活用しながら、市役所職員が率先してスマートな働き方を実践するこ

とで、業務の効率化を図り、人的資源の有効活用につなげ、行政サービスのさらな

る利便性向上につなげます。 
本計画の取組みでは、電子決裁*、フリーアドレス*などの方法を活かして、業務

の効率化を行います。 
 
主な取組事項 
（１）基幹系情報システムの標準化 

基幹系情報システムの標準化・共通化を行い、国が整備を行うガバメントク

ラウドへ移行します。 
 
（２）ＲＰＡ*・ＡＩ－ＯＣＲ*対象業務の拡充 

ＲＰＡ・ＡＩ－ＯＣＲ対象業務を拡充し、業務の自動化や効率化を図ります。 
 
（３）電子決裁化の推進 

内部事務の電子決裁化を進め、速やかな決裁を行うとともに、ペーパーレス

化を進めます。 
 
（４）庁内ＬＡＮの無線化、モバイル型ＰＣ*の導入 

庁内ＬＡＮの無線化を進め、事務作業に合わせて働く場所を選び効率化を図

ります。 
また、モバイル型ＰＣを導入し、どこでも業務ができるようにし、業務の効

率化、ペーパーレス化を進めます。 
 
（５）チャット*など新たなコミュニケーションツールの導入 

チャットなどの導入により、職員同士のコミュニケーションを気軽なものに

し、電話や対面にかかる負担を軽減します。 
 
（６）ペーパーレスの促進（ＢＰＲ*の取組み推進） 

ペーパーレスや押印等の廃止を促進し、費用の削減や生産性の向上を図りま

す。 
 
（７）セキュリティ対策の強化 

多様な働き方に合わせたセキュリティポリシーに改定し、セキュリティ対策

の強化を進めます。 
 
（８）テレワーク*の推進 

職員が自宅などで業務ができるように、運用規定の策定および業務環境の整

備を進めます。 

重点取組事項 
〔２〕行政事務の効率化 
～職員のスマートな働き方～ 
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２ 個別施策（取組内容、成果指標、工程） 

〔１〕市民の利便性向上 

（１）行政手続きオンライン化の拡充 

現状と課題 

これまで本市では、申請書の押印・署名の省略や「羽咋市情報通

信技術を活用した行政の推進に関する条例」を制定し、行政手続き

のオンライン化に向けた整備を進めてきました。令和３年度には、

電子申請システムを整備し、令和３年度末時点で、優先的にオンラ

イン化に取り組むべき手続きとして、約１５０件の手続きのオンラ

イン化を行い、手数料のクレジット決済の導入も併せて行いました。 

今後の主な

取組 

電子申請の利用促進や各業務システムとのデータ連携などを進め

ていきます。 

①更なる電子申請の拡充 

②マイナポータル*（ぴったりサービス）との連携 

③電子申請の利用促進（利用説明動画の作成） 

④各業務システムとの申請情報に係る連携の実現 

⑤各種証明書の電子化 

成果指標

（ＫＰＩ） 

ＫＰＩ 単位 基準（令和３年度） 目標（令和７年度） 

電子申請数 件 ４００ ２，０００ 

工程 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

 

  

電子申請の拡充 

電子申請の利用促進 

各業務システムと連携 
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〔１〕市民の利便性向上 

（２）申請書等のペーパーレス化の推進 

現状と課題 

 本市では、平成１５年度から１か所で関連手続きが完了するワン

ストップサービス*を開始、平成２５年度には民間企業を活用し、窓

口業務の一部を委託しました。これらにより、市民へのサービス向

上、職員の業務負担の軽減などの効果が得られました。 

今後の主な

取組 

一層の市民の負担、申請書の管理などの負担を軽減するために、

タブレット端末を活用し、申請書類の電子化を進めていきます。 

①申請受付支援システムの整備 

②各申請書の電子化（タブレット端末の配備） 

③各業務システムとの申請情報に係る連携の実現 

成果指標

（ＫＰＩ） 

ＫＰＩ 単位 基準（令和３年度） 目標（令和６年度） 

窓口業務 
の電子化 

－ 未導入 令和６年度導入 

工程 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

 

  

システム検討 

書かない窓口手続きの実現 

システム整備 
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〔１〕市民の利便性向上 

（３）公共施設予約のオンライン化、利用料のオンライン決済化の推進 

現状と課題 

現在、体育館等の公共施設の利用予約をする場合、該当の公共施

設の窓口で申請を行うか、電話での予約のみとなっています。また、

利用料の支払いについても、現金のみとなっており、課題となって

います。 

今後の主な

取組 

公共施設のオンライン予約、オンライン決済を進め、市民の利便

性の向上を図ります。 

①該当施設の利用状況の調査 

②公共施設案内予約システムの整備 

③利用料のオンライン決済の整備 

④公共施設案内予約システムの利用促進 

成果指標

（ＫＰＩ） 

ＫＰＩ 単位 基準（令和３年度） 目標（令和６年度） 

予約システ

ムの導入 
－ 未導入 令和６年度導入 

工程 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

 

  

調査 

システム整備 

施設予約 

利用開始 

システム検討 
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〔１〕市民の利便性向上 

（４）各種相談、会議、打合せのオンラインの導入 

現状と課題 

 新型コロナウイルス感染症の感染防止対策のひとつとして、ＷＥ

Ｂ会議があります。本市でも、庁内全域にＷＥＢ会議可能なネット

ワークや機材を整備し、事業者との会議や研修などに活用してきま

した。 

今後の主な

取組 

対面で行ってきた、多種多様な相談、面談、会議等をオンライン

で対応します。 

①オンライン化可能な相談、面談業務の調査（育児、介護、教育） 

②相談事前予約システムの整備 

③オンライン相談の利用促進 

④各種相談等のオンライン化 

成果指標

（ＫＰＩ） 

ＫＰＩ 単位 基準（令和３年度） 目標（令和５年度） 

オンライン

相談 
－ 未導入 令和５年度導入 

工程 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

 

 
  

調査 

システム検討 システム整備 

オンライン相談開始 
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〔１〕市民の利便性向上 

（５）税金、手数料、使用料のキャッシュレス決済の導入 

現状と課題 

現在、税金等の納付については口座振替納税または金融機関窓口

での現金納税となっています。また、各市役所窓口での証明書発行

などの手数料の支払いや施設使用料は現金のみの対応となっていま

す。 

今後の主な

取組 

これらの支払いのキャッシュレス化を行い、クレジット決済やＱ

Ｒコード決済など、多様な支払い方法に対応します。 

①税金のクレジット決済およびコンビニ納付の導入 

②各窓口での支払い方法に、クレジット決済、ＱＲコード決済、電

子マネーの導入 

※各窓口とは、市役所各窓口、各公民館（１１か所）、羽咋体育館、

歴史民俗資料館、駅東駐車場を指します。 

成果指標

（ＫＰＩ） 

ＫＰＩ 単位 基準（令和３年度） 目標（令和４年度） 

キャッシュレ

ス対応 
－ 未導入 令和４年度導入 

工程 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

 

 
  

税金のクレジット決済およびコンビニ納付利用開始 

各窓口キャッシュレス利用開始 
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〔１〕市民の利便性向上 

（６）マイナンバーカードの普及促進 

現状と課題 

マイナンバーカードは、オンラインで確実に本人確認ができ、デ

ジタル社会の基盤となるものであります。国では、令和４年度末に

は全国民にマイナンバーカードが行き渡ることを目指しています。 

本市でも、本市のマイナンバーカード交付円滑化計画に基づき、

ホームページや広報紙、チラシ等を活用し、マイナンバーカードに

ついての周知、啓発を行っていきます。 

今後の主な

取組 

住民票などのコンビニ交付サービス*や電子申請サービスなど、本

市独自のマイナンバーカードを活用したサービスの検討を行い、市

民の利便性の向上を図ります。 

①羽咋市独自のマイナンバーカードを活用したサービスの拡充 

②チラシを活用した来庁者への積極的な取得啓発 

成果指標

（ＫＰＩ） 

ＫＰＩ 単位 基準（令和３年度） 目標（令和４年度） 

取得率 ％ ４２ １００ 

工程 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

 

  

普及啓発 

独自サービスの拡充 
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〔１〕市民の利便性向上 

（７）公共施設のＷｉ－Ｆｉ環境整備 

現状と課題 

本市では、各小中学校、各公民館、羽咋体育館、羽咋すこやかセン

ター、コスモアイル羽咋のホールなどの避難場所にＷｉ－Ｆｉ環境

の整備を行ってきました。 

今後の主な

取組 

未整備の公共施設や、市民が利用する会議室等のＷｉ－Ｆｉ環境

整備を行っていきます。 

①未整備箇所の洗い出し 

②Ｗｉ－Ｆｉ環境整備 

成果指標

（ＫＰＩ） 

ＫＰＩ 単位 基準（令和３年度） 目標（令和６年度） 

貸館施設の

整備 
施設

数 
０ １４ 

工程 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

 

  

未整備箇所の

洗出し 

環境整備 
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〔２〕行政事務の効率化 

（１）基幹系情報システムの標準化 

現状と課題 

本市の基幹系情報システムは、平成２２年度から現行システムの

運用開始、平成２９年度から志賀町、宝達志水町と自治体クラウド*

を構築し、本市独自で職員の負担軽減やコストの削減を行ってきま

した。国では、令和７年度までに各自治体の基幹系情報システムを

標準化し、システムの維持管理、制度改正による改修などのコスト

を軽減する計画を立てています。 

今後の主な

取組 

 適正にシステム移行を行うため、標準化・共通化移行計画の作成

やシステム事業者の動向調査などの情報収集を行います。 

①基幹系情報システムの標準化・共通化移行計画の作成 

②国から示される標準化仕様が判明後、ガバメントクラウドに標準

化システムを構築 

③ガバメントクラウドへ移行 

成果指標

（ＫＰＩ） 

ＫＰＩ 単位 基準（令和３年度） 目標（令和６年度） 

標準化 － 未導入 令和６年度導入 

工程 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

 

 
  

移行計画作成 システム構築 移行 
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〔２〕行政事務の効率化 

（２）ＲＰＡ・ＡＩ－ＯＣＲ対象業務の拡充 

現状と課題 

本市の人口ビジョンにもあるとおり、人口減少が急速に進む中、

減少する人的資源をカバーするためにデジタル技術の活用が求めら

れています。 

今後の主な

取組 

ＲＰＡ・ＡＩ－ＯＣＲなどのデジタル技術により、業務の自動化、

効率化を進めます。 

①業務の現状把握、見える化の実施 

②対象業務の更なる拡充 

成果指標

（ＫＰＩ） 

ＫＰＩ 単位 基準（令和３年度） 目標（令和７年度） 

対象業務 件 ４ ２０ 

工程 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

 

 
  

対象業務の拡充 

業務の 

見える化 
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〔２〕行政事務の効率化 

（３）電子決裁化の推進 

現状と課題 
内部事務の決裁はほとんどが紙決裁となっています。業務の効率

化、公文書の改ざん防止、文書の検索の向上などが課題です。 

今後の主な

取組 

システムの導入や、業務改善を行い、業務の効率性の向上を図り

ます。 

①文書管理システムの電子決裁導入 

②財務会計事務システムの電子決裁導入 

③システム未導入の電子化検討 

成果指標

（ＫＰＩ） 

ＫＰＩ 単位 基準（令和３年度） 目標（令和５年度） 

電子決裁 
導入 

－ 未導入 
令和４年度 文書管理 
令和５年度 財務事務 

工程 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

 

 
  

文書管理対応 

電子決裁 

未導入洗出し 
電子決裁対応 

財務事務対応 
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〔２〕行政事務の効率化 

（４）庁内ＬＡＮの無線化、モバイル型ＰＣの導入 

現状と課題 

現在、業務に利用している庁内ＬＡＮは有線ＬＡＮとなっており、

維持管理や、配置替えに伴う配線などの課題があります。また、職

員に配備しているデスクトップパソコンの老朽化が進んでおり、更

新についても検討が必要となっています。 

今後の主な

取組 

庁内ＬＡＮの無線化を行い、事務作業に合わせて働く場所を選ぶ

ことを可能とし、業務の効率化を図ります。また、モバイル型ＰＣ

を導入し、どこでも業務ができるようにし、業務の効率化、ペーパ

ーレス化を行います。 

①モバイル型ＰＣの配備 

②庁内全体に無線ＬＡＮを整備 

③庁内ネットワークシステムのセキュリティ対策の見直し 

④フリーアドレスに向けたオフィスレイアウトの検討 

成果指標

（ＫＰＩ） 

ＫＰＩ 単位 基準（令和３年度） 目標（令和５年度） 

無線化 － 未導入 令和５年度導入 

工程 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

 

  

無線ＬＡＮ整備 

セキュリティ

の見直し 

フリーアドレス

の検討・実証 

オフィスレイア

ウトの見直し 

ＰＣの配備 会議など自席以外での利用促進 
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〔２〕行政事務の効率化 

（５）チャットなど新たなコミュニケーションツールの導入 

現状と課題 

現在、職員同士のコミュニケーションツールは、対面か内線電話

となっています。相手職員が不在の場合、対応が困難となることや、

内線電話の対応が多い場合、業務に影響が出ることがあります。 

今後の主な

取組 

チャットなどの新たなコミュニケーションツールを活用し、電話

や対面にかかる負担を軽減し、事務の効率化を図ります。 

①導入を行うコミュニケーションツールの検討 

②コミュニケーションツールの導入、整備 

③積極的な利用促進 

成果指標

（ＫＰＩ） 

ＫＰＩ 単位 基準（令和３年度） 目標（令和５年度） 

ツールの 
導入 

－ 未導入 
令和５年度導入、 

利用開始 

工程 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

 

 
  

検討 導入 利用促進 
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〔２〕行政事務の効率化 

（６）ペーパーレスの促進（ＢＰＲの取組み推進） 

現状と課題 

現在、文書は紙媒体を中心とした事務処理を行っており、大量の

紙の印刷、消費、文書保管スペースの確保、文書廃棄などの課題があ

ります。また、会議前に紙資料の準備が必要など、職員の負担も大き

いものとなっています。 

今後の主な

取組 

ペーパーレスを促進し、紙に頼らない業務を可能とし、生産性の

向上を行うとともに、引き続き、押印等の廃止を進めます。 

①既存資料の整理、廃棄、電子化 

②既存業務の電子化 

③会議資料の電子化（ペーパーレス会議システムの導入） 

④押印等の廃止 

成果指標

（ＫＰＩ） 

ＫＰＩ 単位 基準（令和３年度） 目標（令和７年度） 

紙の使用量 
（Ａ３はＡ４ ２枚換算） 枚 ３１０万５千 １００万 

工程 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

 

  

既存資料の整理、廃棄、電子化 

既存業務の電子化 

会議資料の電子化 
ペーパーレス会議

システムの導入 

押印等の廃止拡充 
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〔２〕行政事務の効率化 

（７）セキュリティ対策の強化 

現状と課題 

本市では、平成２８年度から実施している「ネットワークの三層

の対策*」によって、情報セキュリティ対策に取り組んできましたが、

行政手続きのオンライン化、ＷＥＢ会議、庁内無線化、ペーパーレ

ス、テレワークなど多様な働き方に合わせたセキュリティ強化が必

要となっています。 

今後の主な

取組 

 更なる高いレベルのセキュリティ強化、本市セキュリティポリシ

ーの見直しなどに取り組みます。 

①庁内ＬＡＮの無線化やテレワークなどを見据えた羽咋市セキュリ

ティポリシーの改定 

②情報機器資産管理システムの導入 

③庁内ネットワーク構成の見直し 

成果指標

（ＫＰＩ） 

ＫＰＩ 単位 基準（令和３年度） 目標（令和４年度） 

セキュリティポ

リシーの改定 
－ － 令和４年度改定 

工程 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

 

 
  

セキュリティポ

リシーの改定 

資産管理システ

ムの導入 

ネットワークの

見直し 
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〔２〕行政事務の効率化 

（８）テレワークの推進 

現状と課題 

新型コロナウイルスに伴う緊急事態宣言を契機に、感染症拡大防

止のための『新しい生活様式』導入が進んでいます。 

テレワークは、時間や場所を有効活用する柔軟な働き方ができ、

職員一人ひとりのライフスタイルに合った多様な働き方を実現でき

る重要な手法です。 

今後の主な

取組 

職員が自宅等で業務ができるように、運用規定の策定および業務

環境の整備を行います。 

①テレワーク環境の整備 

②テレワーク実施の促進 

成果指標

（ＫＰＩ） 

ＫＰＩ 単位 基準（令和３年度） 目標（令和７年度） 

テレワーク

実施件数 
件 ３ １００ 

工程 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

 

 
  

テレワーク実施の促進 
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３ ＤＸの取組みとあわせて取り組むべき事項 

 

（１）デジタルデバイド*対策 
  これまで市では、デジタルデバイド対策として、光ファイバー未整備地区に対

し、整備費の補助をするなど、地域間の格差解消に努めました。本計画では、デ

ジタルサービスやデジタル機器活用の講習会などの個人間の格差解消に努めて

いきます。 

 

具体的な取組み 
①デジタル機器の貸与 
②デジタル機器活用の講習会開催（デジタル活用支援推進事業等の活用） 

 

（２）新たな学び・教育の提供  
  国が提唱する「ＧＩＧＡスクール構想*」のもと、児童・生徒一人ひとりへの

パソコンの配備や、各学校のＩＣＴ*環境の整備を行ってきました。本計画では、

すでに配備や整備された環境を活用するための、ソフト面の充実に努めます。 

 

 具体的な取組み 
 ①デジタル学習環境の整備 
 ②ＡＩを活用した個別最適学習の提供 
 ③教職員の校務の効率化 

 

（３）情報発信力の強化 
  これまで市では、本市ホームページのスマートフォン対応を含めたリニューア

ルや、ＳＮＳ*、広報紙などを活用し市民へ情報発信を行ってきました。本計画

では、更なる情報発信力の強化に努めます。 

 

具体的な取組み 
 ①市ホームページの記事精査 
 ②電子回覧板の検討・導入 
 ③動画を活用した情報発信の拡充 
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（４）オープンデータ*の推進 
  これまで市では、市の保有する情報のオープン化を行ってきました。本計画で

は、これまで以上に、市民や企業に活用しやすいデータの提供、市のデータの見

える化に努めます。 

 
 具体的な取組み 
①オープンデータの充実 
②市の各種データの見える化 

 
（５）ＥＢＰＭ*（エビデンスに基づく政策立案）への取組みの推進 

様々な政策を立案していくうえで、大学や企業との連携による調査研究や各種

データ等を活用します。 

 
具体的な取組み 
①対象となる政策について、現状把握、課題設定 
②政策手段の洗い出し 
③関係するデータの取得・分析 

 
（６）地域社会のデジタル化推進 
  羽咋市版スマートシティ構想*に基づき、ＡＩやＩｏＴ*をはじめとする新技術

をさまざまな分野へ活用し、人口減少社会に適応したまちづくりにつなげます。 

 
具体的な取組み 
①地域経済の活性化 
②安全・安心な暮らしの確保 
③子育て・教育環境の充実 
④高齢化の対応と障がい者への支援 
⑤エコ、脱炭素社会への推進 

 



用語集 

24 
 

用語の解説 
【アルファベット】 
ＡＩ・・・・「Artificial Intelligence」の略語で、学習・推論・判断といった人

間の知能のもつ機能を備えたコンピューターシステムのこと。 

 
ＡＩ－ＯＣＲ・・・・「Artificial Intelligence Optical Character Reader（光

学文字認識）」の略語で、活字や手書き文字を含む画像データ（イメージス

キャナーや写真で取り込まれた画像など）を取り込むことで、人工知能によ

り、文字認識を行い、文字コードの列に変換するソフトウェアのこと。また、

そのような方式による自動文字認識のこと。 

 
ＢＰＲ・・・・「Business Process Re-engineering」の略語で、企業などで既

存の業務のやり方や手順を抜本的に見直し、業務の流れ（ビジネスプロセス）

を最適化すること。 

 

ＤＸ・・・・「Digital transformation」の略語で、ＩＣＴの浸透が人々の生活

をあらゆる面でより良い方向に変化させること。「Trans」を「X」と略し、

一般的に「DX」と表記される。 
 
ＥＢＰＭ・・・・「Evidence Based Policy Making」の略語で、統計や業務デ

ータなどの客観的な証拠に基づく政策立案のこと。 

 

ＧＩＧＡスクール構想・・・・「GIGA」とは「Global and Innovation Gateway 
for All」の略語で、令和元年１２月に文部科学省が打ち出した計画のこと。 

 
ＩＣＴ・・・・「Information and Communication Technology」の略語で、パ

ソコン端末だけでなくタブレットやスマートフォンをはじめとする、さまざ

まな形状のコンピューターを使った情報伝達技術や情報通信技術のこと。 

 
ＩＣＴリテラシー・・・・読み書き能力、識字力を指す。現代では「物事を適

切に理解・解釈・分析し、改めて記述・表現する」という意味に使われるよ

うになった。「IT リテラシー」として使われる際には、情報技術（IT）を利

用し、使いこなす能力のことを指す。 

 
ＩｏＴ・・・・「Internet of Things」の略語で、モノに通信機能を搭載してイ

ンターネットに接続・連携させる技術のこと。 
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ＲＰＡ・・・・「Robotic Process Automation」の略語で、人間がコンピュータ

ー上で行っている定型作業をロボットで自動化すること。 

 
ＳＮＳ・・・・「Social Networking Service」の略語で、人と人との社会的な

繋がりを維持・促進する様々な機能を提供する、会員制のオンラインサービ

スのこと。 

 
【あ行】 

オープンデータ・・・・国、地方公共団体及び事業者が保有する官民データの

うち、誰もがインターネットなどを通じて容易に利用（加工、編集、再配布

など）できるよう公開されたデータのこと。 

 
【か行】 
ガバメントクラウド・・・・政府が提供する、共通的な基盤・機能を提供する

複数のクラウドサービス（IaaS、PaaS、SaaS）の利用環境のこと。 

 

キャッシュレス・・・・お札や小銭などの現金を使用せずに支払いを行うこと。 

クレジットカードやデビットカード、電子マネー（プリペイド）、スマートフ

ォン決済など、様々な手段がある。 

 
コンビニ交付サービス・・・・マイナンバーカード（個人番号カード）を利用

して、住民票や印鑑登録証明書などの証明書を全国のコンビニエンスストア

等に設置しているマルチコピー機（キオスク端末）で取得できるサービスの

こと。 

 
【さ行】 
自治体クラウド・・・・コンピューターを利用する場合に、データの保存場所

(サーバー)を庁内に設置して利用するのではなく、インターネット上に設置

し、多くの自治体がインターネットを経由してデータを共有して利用する形

態。 

 
スマートシティ構想・・・・ICT 等の新技術を活用しつつ、マネジメント（計

画、整備、管理・運営等）の高度化により、都市や地域の抱える諸課題の解

決を行い、また新たな価値を創出し続ける、持続可能な都市や地域であり、

Society 5.0 の先行的な実現の場のこと。 
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セキュリティポリシー・・・・企業や組織において実施する情報セキュリティ

対策の方針や行動指針のこと。 
情報セキュリティポリシーには、社内規程といった組織全体のルールから、

どのような情報資産をどのような脅威からどのように守るのかといった基

本的な考え方、情報セキュリティを確保するための体制、運用方法、基本方

針、対策基準などが具体的に記載されている。 
 

【た行】 
チャット・・・・ネットワークを介したリアルタイムのやり取り 

 
デジタル・ガバメント・・・・デジタル技術の徹底活用と、官民協働を軸とし

て、全体最適を妨げる行政機関の縦割りや、国と地方、官と民という枠を超

えて行政サービスを見直すことにより、行政の在り方そのものを変革してい

くこと。 

 

デジタルデバイド・・・・パソコンやインターネットなどの情報技術を利用す

る能力及びアクセスする機会を持つ人と持たない人との間に情報格差が生

じる問題のこと。 
 
テレワーク・・・・会社から離れた場所（自宅など）で業務を行うこと。 

 
電子決裁・・・・従来紙の申請書類にハンコを押印することで決裁としていた

作業を電子化すること。 

 
電子署名・・・・紙文書におけるサインや印鑑に相当するもので、電子文書に

電子署名を行うことで間違いなくその文書が署名者本人のものであること

と、内容が改ざんされていないことを証明するもの。 

 
【な行】 

ネットワークの三層の対策・・・・個人番号及び個人情報を利用する業務、自

治体を維持するための業務、インターネットの接続を必要とする業務やサー

ビスのように、利用するデータの保管やシステムの構築されている領域と実

際にサービスを提供する部分の領域、または外部インターネットとの接続を

分離してセキュリティ性を高める仕組みや考え方のこと。 
 

【は行】 
フリーアドレス・・・・職員が個々に机を持たないオフィススタイルのこと。 
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【ま行】 
マイナポータル・・・・政府が運営するオンラインサービスで、子育てや介護

をはじめとする行政手続の検索やオンライン申請がワンストップでできた

り、行政からのお知らせを受け取ることができたりする自分専用のサイト。 

 

マイナンバーカード・・・・住民からの申請により交付される個人番号が記載

された顔写真付きプラスチック製カードのこと。身分証明書として利用でき

るほか、ＩＣチップに格納された電子証明書により、オンライン上での手続

などに活用される。 
 
モバイル型ＰＣ・・・・小型軽量で持ち運ぶことができる情報端末装置のこと。

小型ノートパソコン・スマートフォン・タブレット型端末など。 

 
【わ行】 
ワンストップサービス・・・・１か所で関連手続きが完了する窓口サービス 
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